
※※ご注意下さい※※

法人税申告書プログラム

資本金等の入力方法が変わりました！今回（平成27年第2弾）より、

：資本金等はＧＰ申告情報登録で入力し、[10]基本情報登録今まで

は金額を表示しているだけでした。 今までは別表5-1に資本金額
【 ＧＰ申告情報登録 】 等を入力しなくても、ＧＰ

申告情報登録にデータ入力

していれば正しい計算がで
きました。

資本金等の入力方法が変わ

【 [10]基本情報登録 】 金額表示のみ りましたので、別表5-1の資

本金等の金額を入力してい
ないデータがありましたら

必ず入力を行って下さい。

：資本金等の入力は[10]基本情報登録のサブミットで別表5-1データとして入力。今回から
資本金等が変更になった場合は、[10]基本情報登録からＧＰ申告情報登録へ

転記ボタンを押してデータ転記を行います。

【 [10]基本情報登録 】

1.「資本金等の額の明細書」
ボタンをクリックします。

2.別表5-1の画面を表示しますので、資本金等を

入力します。

入力が終わったら F5:終了 します。

3.ｻﾌﾞﾐｯﾄ内で入力した資本金等の額を表示します。

4.資本金等の金額登録・変更があった場合は、必ず

「ＧＰ申告へ転記」ボタンを押し、 F4:継続 で
金額転記を行って下さい。

※電子申告ではＧＰ申告情報登録データの資本金を

変換します。

【 ＧＰ申告情報登録 】

にデータを転記します。

ご不明な点などございましたら、システムサービス課までお問い合わせ下さい。


